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序  看   

平成12年4月から導入された介護保険制度は、わが国の社会・地域に着実な定着をみ  

ており、さらに、今後の人口構造の高齢化の加速度的な進行などから、そのニーズは、ま  

すます増大すると見込まれる。それに対応して、地域において適切な種類のサービスが適  

切に整備されること等を目的として、市町村は介護保険事業計画を作成することとされて  

いる。   

現行の介護保険事業計画の見直しにあたっては、提供するサービスの量的かつ質的確保  

等の必要性から、これまでの実績評価等を基にした計画の評価・修正や時代に即した新た  

な展開が必須であるとともに、この度の制度改正において重要性が指摘されている介護予  

防の理念を具体化するための新たな対応が求められている。   

さらに、制度施行後6年を迎えようとしている今、過渡期的現象ながら見受けられる以  

下の不備等も課題となっており、その解消に向けた取組が欠かせない。   

すなわち、自立支援を謳って導入された介護保険の理念がなお十分に徹底されていない  

こと等に起因するとも考えられる課題への対応、例えば、（D介護保険制度に基づくサービ  

スの適用に関して、客観的なサービス選択が行われるための体制の確保、②不適切なサー  

ビス提供等の改善、③健康維持・増進もしくは状況・境遇の改善に関する意識の向上等で  

ある。   

また、介護保険制度の運用の適正化や健康づくり関連事業等と連携した効果的・効率的  

推進を図ることは今日的な課題であり、これにより、合目的的な体系化や事業の推進に資  

することが可能となり、介護保険制度が社会的・地域的に定着しつつある現状を踏まえ、  

早急に、これらに対して適切に対応する必要がある。   

そのため、これらの課題の克服に資する観点から、本報告書では、関係の実務者・研究  

者・学識者等からなる研究班において、地域支援事業において実施される介護予防の資す  

る事業（以下「介護予防事業」という。）のあり方を検討するとともに、市町村介護保険事  

業計画を作成するにあたり、特に、「介護予防事業のあり方（介護予防事業に関する市町村  

介護保険事業計画の作成等）」について検討を行った成果について報告を行うものである。  
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